
報告第2号

　野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（報告）



防火・準防火地域（野田市駅西地区）
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野田都市計画防火地域及び準防火地域決定・変更箇所別調書

市町村名　野　田　市

変更後 変更前

図面 地 用　途 川　途
防・準 防・準

対照 区 面積 容積率 面積 容積率 理　由 備考
防の 防の

番号 名 （ha） 建ペイ （ha） 建ペイ
別 別

率 率

野
商業 準工

野田市駅西ニヒ地

田
400％ 200％

区画整理事業の実

市 施及び用途地域の1－1 防火 2．3ha
一 2．3ha

駅 変更に伴い、市街

西

地

80％ 60％
地における火災の

危険を防除するた

区 近商 準工 め、本案のように

300％ 200％ 防火地域及び準防
1－2 準防 1，5ha

一 1，5ha 火地域を変更する

80％ 60％ ものである。

野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更新旧対照表

面　　　積
種　　　類

新 旧

備　　　考

（面積の増・減）

防火地域

準防火地域

約　4．2ha

約　55　ha

約　1．9ha

約　53　ha

約2．3ha

約1．5ha
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防火地域及び準防火地域における構造制限の概要

種　別 防火地域
　　　準防火地域

（階数算定には地階を除く）

　zべ面積
階数

100㎡以下 100㎡超 500㎡以下
　500㎡超
1，500㎡以下

1，5001㎡超

4階以上 ・耐火建築物

3　　階

・耐火建築物

・耐火建築物

・準耐火建築物

・ 技術的基準に

適合する木造

建築物

・耐火建築物

・準耐火建築物

・ 耐火建築物

2階以下
・耐火建築物

・準耐火建築物

・耐火建築

物

・木造建築物で

も可※

※外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分は、防火構造としなければなりません。

耐火建築物とは

　　主要構造部を鉄筋コンクリートや鉄骨などの耐火性のある材料で造られた建

　築物。

準耐火建築物とは

　　耐火建築物より低い耐火性能をもつ建築物。一般的には、鉄骨で骨組をつくり、

　床と外壁を軽量コンクリートや発泡セメント板のような耐火性の高い材料で覆わ

　れた建築物。

防火構造とは

　　木造建築物の外壁・軒裏の不燃化を図る構造で、燃えやすい木造の表面をモル

　タルなどで覆って燃えにくくした建築物。
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報告第3号

　野田都市計画地区計画（野田市駅西地区）の決定について（報告）



野田都市計画地区計画の決定（野田市決定）案

都市計画野田市駅西地区地区計画を次のように決定する。

名 称

位 置

面 積

地区計画の目標

区

域

の

整

備

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針

ニヒ地利用の方針

地区施設の

整備の方針

建築物等の

整備の方針

野田市駅西地区　地区計画

野田市野田字谷座、字弁天谷津、字谷端及び字中谷向、上花輪字谷向、中

野台字谷向並びに中根新田字畔ケ谷及び字矢向の各一部の区域

約6．Oha

　本地区は、野田市の主要な産業である醤油醸造業を中心として発展して

きた地区であり、周囲には古くから醤油醸造に関係する建築物など多くの

歴史的文化的資源が残る魅力的な街並みを形成している。

　また、野田市総合計画では、野田市駅周辺を中心サービス核の一部とし

て位置付け、面的な市街地整備を行い、商業業務機能を強化するとともに、

歴史的文化的資源の有効活用により、街中へ来訪者を誘導するような野田

市の顔にふさわしい特色あるまちづくりを推進することとしている。

　そこで、地区計画により、適切な商業業務施設の誘致、周辺の景観と調

和した建築物の誘導を行い、土地区画整理事業の効果を維持するととも
に、野田市の玄関口として魅力的な街並みの形成を目標とする。

次のとおり地区を区分し、各地区の方針を以下に定める。

［商業地区］

　駅前広場に面した利便性の高い地区に商業地区を配置し、野田市の

中心サービス核を象徴する商業業務施設の誘導を図る。

　また、野田市駅は市の主要な交通結節点であることから、市の玄関

口として、周辺の歴史的な景観と調和し市の特性を活かした商業業務

施設の誘致と土地の高度利用を促進し、魅力ある賑わいに満ちた交流

の拠点づくりを図る。

［近隣商業地区］

　地区の中心的役割を果たす商業地区を補完し、商業環境の維持発展

を促す地区として、近隣商業地区を配置する。

　また、地区中心の商業地区から外縁部の準工業地区を結ぶ地区とし
て、景観の調和を保ち、バランスの取れた街並みの形成を図る。

［準工業地区］

　地区周辺の醤油醸造業等との調和を図るため、地区外縁部に準工業

地区を配置する。

　また、本地区は、野田市の伝統的な産業と共存した商工業を誘導し、

周辺の歴史的な街並みへの連続性を保ち、まちづくりを推進する。

　本地区における地区施設は、土地区画整理事業により一体的に配置され

ているので、これらの地区施設の機能が損なわれないよう維持保全に努め
る。

　本地区の目標及び土地利用方針に基づき、地区の特性に応じた形態を備

えた建築物等の誘導を図る。そのため、建築物等の用途の制限、建築物の

敷地面積の最低限度、建築物の形態又は意匠の制限、壁面の位置及びかき

又はさくの構造の制限を定める。
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地区の
地区の
名　称

商業地区 近隣商業地区 準工業地区

区　分 地区の
面　積 約2．3ha 約1．5ha 約2，2ha

用途地域 商業地域 近隣商業地域 準工業地域

次に掲げる建築物は建築し 次に掲げる建築物は建築し 次に掲げる建築物は建築し
てはならない。 てはならない。 てはならない。
①1階部分のうち、住宅、共 ①1階部分のうち、駅前線に ①自動車教習所

地

同住宅、寄宿舎又は下宿の用
に供するもの（ただし、住宅
の用に供する出入口、階段、

廊下等の避難施設、駐車場、
駐輪場、及び建物の区分所有

面する部分を住宅、共同住
宅、寄宿舎又は下宿の用に供

するもの（ただし、住宅の用
に供する出入口、階段、廊下

②畜舎（動物病院及びペット
　ショップ等で、動物の収容の

　用に供する部分の床面積の
　合計が151㎡以下のものを

等に関する法律第2条第4 等の避難施設、駐車場、駐輪 除く。）

建 項に定める共用部分を除 場、及び建物の区分所有等に ③マージャン屋、ばちんこ屋、
く。） 関する法律第2条第4項に 射的場、勝馬投票券発売所、

②自動車教習所 定める共用部分を除く。） 場外馬券売場その他これに
③畜舎（動物病院及びペット ②自動車教習所 類するもの

築 ショップ等で、動物の収容の ③畜舎（動物病院及びペット ④キャバレー、料理店その他
用に供する部分の床面積の ショップ等で、動物の収容の これらに類するもの

区

物
建築物等の

用途の制限

　合計が151㎡以下のものを
　除く。）

④マージャン屋、ばちんこ屋、
　射的場、勝馬投票券発売所、

　場外馬券売場その他これに

　用に供する部分の床面積の
　合計が151㎡以下のものを
　除く。）

④マージャン屋、ばちんこ屋、

⑤集会場（業として葬儀を行
　うものに限る。）

⑥瓜俗営業等の規制及び業務
　の適正化等に関する法律第

類するもの 射的場、勝馬投票券発売所、 2条第1項第2号若しくは
等 ⑤倉庫業を営む倉庫 場外馬券売場その他これに 第3号又は同条第9項に規

⑥キャバレー、料理店その他 類するもの 定する営業の用に供する建
整 これらに類するもの ⑤倉庫業を営む倉庫 築物

⑦建築基準法別表第2（ち） ⑥集会場（業として葬儀を行
に 項第3号に掲げるもの うものに限る。）

⑧集会場（業として葬儀を行 ⑦風俗営業等の規制及び業務

備

関

　うものに限る。）

⑨風俗営業等の規制及び業務
　の適正化等に関する法律第
　2条第1項第2号若しくは
　第3号又は同条第9項に規
　定する営業の用に供する建

の適正化等に関する法律第

2条第1項第2号若しくは
第3号又は同条第9項に規
定する営業の用に供する建
築物

す
築物

1．00011f 3001㎡ 150nf

計

る

建　築

敷　地

の最低限度

物　の

面　積

ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
（1）建築基準法別表第2
　めた建築物の敷地の用に供するもの。
（2）土地区画整理事業によ

（い）項第9号に掲げるもの及び市長が公益上やむを得ないと認

り換地された±地のうち、所有権その他の権利に基づいてその
全部を一の敷地として使用するもの。

事 建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は次のとおりとする。
なお、すみ切り部分の制限を除く。

壁面の位置 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合は、この限り ではない。

の　　制 限 駅前広場に面する部分は2 11n以上とする。

項 m以上、その他の部分は1m以
上とする。

画
建築物等の
形態又は意匠

1．

　し、地区の環境に調和したものとする。
2．

建築物の屋根、外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避けた落ちついた色彩を基調と

屋外広告物は、自己の用に供するものとし、街並みの統一感を著しくそこなわないものと
の　　制 限 する。

駅前広場に面する部分につ 駅前線に面する部分については、次の各号の一に掲げるもの
いては、設置しないものとす とする。

る。駅前線に面する部分につ

かき又はさく
いては、次の各号の一に掲げ
るものとする。

の構造の制限 1．生垣
2．1．2m以下の透視可能なフェンス

ただし、門又は生垣、 フェンス等の基礎となる高さ0．6m以下のコンクリートブロック、
石積み等については、 この限りでない。

「区域、 地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」
［理由］：野田市駅西地区において、土地区画整理事業の施行に伴い、駅前広場に隣接する地区に健全な商業・業務
　　地区の形成と地区外縁部に商業・業務機能と共存した準工業地区の形成を図るとともに、良好な都市環境を
　　　保全するため、地区計画を定める。
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参考資料

±・91ggの

±枢の

名称
商業地区 近隣商業地区 準工業地区

区分 」枢の

面積 約2．3ha 約1．5ha 約2．2ha

用途地域 商業地域 近隣商業地域 準工業地域

次に掲げる建築物は建築し 次に掲げる建築物は建築し 次に掲げる建築物は建築し
てはならない。 てはならない。 てはならない。

①1階部分のうち、庄宅、共 ①1階部分のうち、駅前線に
同住宅、寄宿舎又は下宿の用 面する部分を住宅、共同住 ①～④（略）

に供するもの（ただし、住宅 宅、寄宿舎又は下宿の用に供
の用に供する出入口、階段、 するもの（ただし、住宅の用

地 廊下等の避難施設、駐車場、 に供する出入口、階段、廊下

建
駐輪場、及び建物の区分所有

等に関する法律第2条第4
等の避難施設、駐車場、駐輸
場、及び建物の区分所有等に

項に定める共用部分を除 関する法律第2条第4項に
く。） 定める共用部分を除く。）

築
→　第2条第4項
専有部分以外の建物の部分、

→　第2条第4項
専有部分以外の建物の部分、

専有部分に属しない建物の 専有部分に属しない建物の
区

附属物等（共同庄宅等の玄関 附属物等（共同住宅等の玄関

物
ホール、廊下、階段、エレベ

ーターホール、等）
ホール、廊下、階段、エレベ

ーターホール、等）

②～⑥（略） ②～⑤（略）

等
⑦建築基準法別表第2（ち）

整 項第3号に掲げるもの
→個室付浴場業に係る公衆

に 建築物等の 浴場その他これに類する政
令で定めるもの（ヌードスタ

用途の制限 ジオ、のぞき劇場、ストリッ

プ劇場、専ら異性を同伴する
関 客の休憩の用に供する施設、

備
専ら性的好奇心をそそる写
真その他の物品の販売を目

す 的とする店舗その他これら
に類するもの）

⑧集会場（業として葬儀を行 ⑥集会場（業として葬儀を行 ⑤集会場（業として葬儀を行
うものに限る。） うものに限る。） うものに限る。）

る →セレモニーホールなど →セレモニーホールなど →セレモニーホールなど

⑨風俗営業等の規制及び業務 ⑦風俗営業等の規制及び業務 ⑥風俗営業等の規制及び業務
計 の適正化等に関する法律第 の適正化等に関する法律第 の適正化等に関する法律第

2条第1項第2号若しくは 2条第1項第2号若しくは 2条第1項第2号若しくは
事 第3号又は同条第9項に規 第3号又は同条第9項に規 第3号又は同条第9項に規

定する営業の用に供する建 定する営業の用に供する建 定する営業の用に供する建
築物 築物 築物

→　第2条第1項第2号 →　第2条第1項第2号 →　第2条第1項第2号
’項 低照度飲食店（10ルクス以 低照度飲食店（10ルクス以 低照度飲食店（10ルクス以

下） 下） 下）

画 →　第2条第1項第3号 →　第2条第1項第3号 →　第2条第1項第3号
区画席飲食店 区画席飲食店 区画席飲食店

→　第2条第9項 →　第2条第9項 →　第2条第9項
テレホンクラブ（入店型） テレホンクラブ（入店型） テレホンクラブ（入店型）

1，0001㎡ 300r㎡ 1501㎡
建築物の ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

敷地面積の
（1）建築基準法別表第2（い） 項第9号に掲げるもの及び市長が公益上やむを得ないと認め

た建築物の敷地の用に供するもの。

最低限度 →別表第2（い）項第9号 巡査派出所、公衆電話所等
（2）　（略）
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野田市駅西地区　地区計画

計画図（区域地区の区分）
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野田市駅西地区　地区計画

計画図（壁面の位置の制限図）
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野田市駅西地区　地区計画

計画図（かき又はさくの制限図）
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野田市駅西地区　地区計画　用途規制一覧表
地　　区

区　分
商業地区 近隣商業地区 準工業地区

○：建築基準法において建てられる建築物等の用途

△：建築基準法において一定の範囲で建てられる建築物等の用途

×：建築基準法において制限する建築物等の用途

●：地区計画において制限する建築物等の用途

（※1：1階部分を制限
※2：1階部分のうち駅前線に面する部分を制限）

用　　途

地　　域 商業地域 近隣商業地域 準工業地域

住宅、共同庄宅、寄宿舎、下宿、長屋 ●※1 ●※2 ○

1控等 兼用住宅で店舗、事務所などの部分が5011f以下かつ建築物の延べ面積の1／2

未満のもの
●※1 ●※2 ○

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、図書館等 ○ ○ ○

神社、寺続、教会等 ○ ○ ○

老人ホーム、身｛内障害者福祉ホーム等 ○ ○ ○

公衆浴場、診療所、保胡〒等 ○ ○ ○公期搬
病院

学校等

老人福祉センター、児童厚生施設等 ○ ○ ○

巡査派出所、公衆電話所、郵便局 ○ ○ ○

大学、高等専門学佼、専修学佼等 ○ ○ ○

病院 ○ ○ ○

自動車教習所 ● ● ●

店舗等の床面積が、1501㎡以下のもの ○ ○ ○

〃　　　　　　1501㎡を超え50011似下のもの ○ ○ ○

〃　　　　　　50011fを超え1，5001㎡以下のもの ○ ○ ○
店舗等

〃　　　　　1，50011fを超え3，0001㎡以下のもの ○ ○ ○

〃　　　　　3，0001㎡を超え10，00011f以下のもの ○ ○ ○

〃　　　　10，00011fを超えるもの ○ ○ ○

事務所等の床面積が、15011f以下のもの ○ ○ ○

〃　　　　　15011fを超え5001Tf以下のもの ○ ○ ○

事務所
等

〃　　　　　500ufを超え1，50011f以下のもの ○ ○ ○

〃　　　　1，50011fを超え3，0001㎡以下のもの ○ ○ ○

〃　　　　3，0001㎡を超えるもの ○ ○ ○

ホ　テ

ル等
ホテル、旅館 ○ ○ ○

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場等の運動施設 ○ ○ ○

マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 ● ● ●

カラオケボックス等 ○ ○ ○
遊戯施設

風梛設
等

劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 ○ ○ ○

キャバレー等 ● × ●

個室付裕場業に係わる公衆浴場その他これらに類するもの ● × ×

畜舎（動物病院及びペットショソプ等で、馴勿の収容の用に供する部分0）床

面積の合計が1511f以下のものを除く。）
● ● ●

単独車庫（附属車庫を除く） ○ ○ ○

建築物附属自動車車庫 ○ ○ ○

倉庫業倉庫 ● ● ○

自動車修理工場（作業場の床面積が300n似下θ）もの） ○ ○ ○

自動車f彦理工場（作業場の床面債が300nfを超えるもの） × × ○
工場
倉庫、

等

パン屋、米屋、豆腐屋、畳屋、自転車店等で作業場の床面積の合計が50n似

下かつ原動機の出力が一定以下のもの
○ ○ ○

作業場の床面積の合計が15011似下の工場で危険1生や環境を悪化させるおそ

れが非常に少ないもの
○ ○ ○

作業場の床面積の合計が15011fを超える工場で危険1生や環境を悪化させるお

それが非常に少ないもの
× × ○

火薬類、石油類ガスなどの危険物の貯蔵処理の量が非常に少ない施設 ○ ○ ○

〃　　　　　　　　　　　　　　　　少ない施設 ○ ○ ○

”　　　　　　　　　　　　　　やや多い施設 × × ○

集会場 集会場（業として葬儀を行うものに限る。）　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　●　　　　　●
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風営法に基づく千葉県条例により風俗営業を禁止している地域

■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（許可の基準）

第4条
2　公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに

　該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1　（略）

2　営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるもの

　として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
3　（略）

■（千葉県条例）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

　（定義）

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

　るところによる。

1第一種地域主として住居により、市街地が形成されている地域及び現に市街地が形

　成されることが見込まれる地域であつて、次に掲げるもの

　イ都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第一号に規定する第一種低

　　層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中

　　高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域（駅の周辺、

　　観光地その他商業の用途に供される地域で、人が多数往来するものを除く。）

　ロ（略）

2第二種地域主として商業の用途に供される店舗等により、市街地が形成されている

　地域及び現に市街地化されつつある地域であって、都市計画法第八条第一項第一号に

　規定する商業地域

近隣商業地域及び準工業地域はいずれにも該当しない地域（その他地域）

　（風俗営業の営業制限地域）

第5条法第四条第二項第二号に規定する条例で定める地域は、次の各号に掲げるとお

　　りとする。

1第一種地域
2、3　（略）

　（店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域）

第14条店舗型性風俗特殊営業は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各

　号に定める地域において、これを営んではならない。

1法第二条第六項第一号及び第二号の営業　　別表に掲げる地域（野田市全域該当）

2法第二条第六項第三号、第五号及び第六号の営業　　第二種地域以外の地域

3法第二条第六項第四号の営業のうち個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつ

　て、次のいずれかに該当する構造設備を有するものに係る営業　　県内全域

4法第二条第六項第四号の営業のうち前号の営業を除く営業　　第二種地域以外の地域

8



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と
　　　　　建築基準法、地区計画の関係一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○番号：地区計画で制限

地区の名称
類型 第2条 各号 種　　別 業　　　　種

商業 近隣商 準工業

1号
キャバレー、料亭、待合茶屋、料
理店等、カフエー、バー、クラブ ⑥

建築基
準法で

不可
④

2号
接待型
飲食等営業

低照度飲食店（10ルクス以下）

⑨ ⑦ ⑥風
俗
営業 1項 3号

区画飲食店
（5㎡以下、見通し困難）

4号 マージャン店、パチンコ店

④ ④ ③
5号

遊技場営業

ゲームセンター等

1号 個室付浴場

2号 店舗型ファッションヘルス

3号
ヌードスタジオ・個室ビデオ・スト

リップ劇場等

⑦
建築基
準法で

不可

建築基
準法で

不可
6項

4号

店舗型
性風俗特殊営業

モーテル、レンタルルーム

5号 アダルトショップ等

性風俗関連特殊営業

6号 出会い系喫茶

1号 派遣型ファッションヘルス等

無店舗 無店舗 無店舗7項

2号

無店舗型
性風俗特殊営業

アダルトビデオ等通信販売営業

8項
映像送信型
性風俗特殊営業

インターネット等利用のアダルト

画像送信営業
〃 〃 Il

9項
店舗型
電話異1生紹介営業

テレホンクラブ（入店型） ⑨ ⑦ ⑥

10項
無店舗型
電話異性紹介営業

ツーショットダイヤル・伝言ダイ

ヤル等
無店舗 無店舗 無店舗
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報告第2号　野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（報告）防火・準防火地域（野田市駅西地区）計画図蝋’露、．1ノ’“藍泉　「一　　　　　、碧≡ヨ＝一工F’一一’，n　Lfi、　　　　　　　N　qフ゜キ＝．器縞露駐悉　Er−一一　ダ　　　　　　へ　　く・驚灘i　　　．　1．　　’き・’・訓　　ロど　　　　　　　　　　　　　　　ロ醜醸1｛．　．＿．eL・一　　．　　　　　　　　．　o　　　．t2s　O瓠Q．1．　　IY、’”　　　　　　．　　　、’5・3　R．ニニ1ロコ　　　　　　　　　　　　　　ロ’：。　NS　＝　1／4，000　　　　ドロ　デノへ　じ！旦崇悪悪』違　　一・絶・s蹴�f口キ　ツ’13ン野田工場，／／〈　＼　」番号1−2　　議、1�fぷ漆蕊．　　　　　　　　鐡o新用途地域、、、＿＿＿＿一＿＿＿＿c二＿＿近商籔慧300／80、一一＼��1日準防火地域面積約1．5ha糸勺15ha9⊆）’　1�`�c“’nymaこ三≡≡三否　　aSki’91tsWfft’＼　Σ太魁“…該22．sp’z　　　．−sSj子裏ノ内t＼．zI．K／〉　　・1ξ。　・　　　1ン　’一礎霞ド）1’t乏．／s・’§緩≡一づ’．r澱参一　、r寒．・9・tt6，．＆．tt・凡　例［＝1防火地域準防火地域1野田都市計画防火地域及び準防火地域決定・変更箇所別調書市町村名　野　田　市変更後変更前図面地用　途川　途防・準防・準対照区面積容積率面積容積率理　由備考防の防の番号名（ha）建ペイ（ha）建ペイ別別率率野商業準工野田市駅西ニヒ地田400％200％区画整理事業の実市施及び用途地域の1−1防火2．3ha一2．3ha駅変更に伴い、市街西地80％60％地における火災の危険を防除するた区近商準工め、本案のように300％200％防火地域及び準防1−2準防1，5ha一1，5ha火地域を変更する80％60％ものである。野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更新旧対照表面　　　積種　　　類新旧備　　　考（面積の増・減）防火地域準防火地域約　4．2ha約　55　ha約　1．9ha約　53　ha約2．3ha約1．5ha2防火地域及び準防火地域における構造制限の概要種　別防火地域　　　準防火地域（階数算定には地階を除く）　zべ面積階数100�u以下100�u超500�u以下　500�u超1，500�u以下1，5001�u超4階以上・耐火建築物3　　階・耐火建築物・耐火建築物・準耐火建築物・技術的基準に適合する木造建築物・耐火建築物・準耐火建築物・耐火建築物2階以下・耐火建築物・準耐火建築物・耐火建築物・木造建築物でも可※※外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分は、防火構造としなければなりません。耐火建築物とは　　主要構造部を鉄筋コンクリートや鉄骨などの耐火性のある材料で造られた建　築物。準耐火建築物とは　　耐火建築物より低い耐火性能をもつ建築物。一般的には、鉄骨で骨組をつくり、　床と外壁を軽量コンクリートや発泡セメント板のような耐火性の高い材料で覆わ　れた建築物。防火構造とは　　木造建築物の外壁・軒裏の不燃化を図る構造で、燃えやすい木造の表面をモル　タルなどで覆って燃えにくくした建築物。3報告第3号　野田都市計画地区計画（野田市駅西地区）の決定について（報告）野田都市計画地区計画の決定（野田市決定）案都市計画野田市駅西地区地区計画を次のように決定する。名称位置面積地区計画の目標区域の整備開発及び保全に関する方針ニヒ地利用の方針地区施設の整備の方針建築物等の整備の方針野田市駅西地区　地区計画野田市野田字谷座、字弁天谷津、字谷端及び字中谷向、上花輪字谷向、中野台字谷向並びに中根新田字畔ケ谷及び字矢向の各一部の区域約6．Oha　本地区は、野田市の主要な産業である醤油醸造業を中心として発展してきた地区であり、周囲には古くから醤油醸造に関係する建築物など多くの歴史的文化的資源が残る魅力的な街並みを形成している。　また、野田市総合計画では、野田市駅周辺を中心サービス核の一部として位置付け、面的な市街地整備を行い、商業業務機能を強化するとともに、歴史的文化的資源の有効活用により、街中へ来訪者を誘導するような野田市の顔にふさわしい特色あるまちづくりを推進することとしている。　そこで、地区計画により、適切な商業業務施設の誘致、周辺の景観と調和した建築物の誘導を行い、土地区画整理事業の効果を維持するとともに、野田市の玄関口として魅力的な街並みの形成を目標とする。次のとおり地区を区分し、各地区の方針を以下に定める。［商業地区］　駅前広場に面した利便性の高い地区に商業地区を配置し、野田市の中心サービス核を象徴する商業業務施設の誘導を図る。　また、野田市駅は市の主要な交通結節点であることから、市の玄関口として、周辺の歴史的な景観と調和し市の特性を活かした商業業務施設の誘致と土地の高度利用を促進し、魅力ある賑わいに満ちた交流の拠点づくりを図る。［近隣商業地区］　地区の中心的役割を果たす商業地区を補完し、商業環境の維持発展を促す地区として、近隣商業地区を配置する。　また、地区中心の商業地区から外縁部の準工業地区を結ぶ地区として、景観の調和を保ち、バランスの取れた街並みの形成を図る。［準工業地区］　地区周辺の醤油醸造業等との調和を図るため、地区外縁部に準工業地区を配置する。　また、本地区は、野田市の伝統的な産業と共存した商工業を誘導し、周辺の歴史的な街並みへの連続性を保ち、まちづくりを推進する。　本地区における地区施設は、土地区画整理事業により一体的に配置されているので、これらの地区施設の機能が損なわれないよう維持保全に努める。　本地区の目標及び土地利用方針に基づき、地区の特性に応じた形態を備えた建築物等の誘導を図る。そのため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の形態又は意匠の制限、壁面の位置及びかき又はさくの構造の制限を定める。1地区の地区の名　称商業地区近隣商業地区準工業地区区　分地区の面　積約2．3ha約1．5ha約2，2ha用途地域商業地域近隣商業地域準工業地域次に掲げる建築物は建築し次に掲げる建築物は建築し次に掲げる建築物は建築してはならない。てはならない。てはならない。�@1階部分のうち、住宅、共�@1階部分のうち、駅前線に�@自動車教習所地同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの（ただし、住宅の用に供する出入口、階段、廊下等の避難施設、駐車場、駐輪場、及び建物の区分所有面する部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの（ただし、住宅の用に供する出入口、階段、廊下�A畜舎（動物病院及びペット　ショップ等で、動物の収容の　用に供する部分の床面積の　合計が151�u以下のものを等に関する法律第2条第4等の避難施設、駐車場、駐輪除く。）建項に定める共用部分を除場、及び建物の区分所有等に�Bマージャン屋、ばちんこ屋、く。）関する法律第2条第4項に射的場、勝馬投票券発売所、�A自動車教習所定める共用部分を除く。）場外馬券売場その他これに�B畜舎（動物病院及びペット�A自動車教習所類するもの築ショップ等で、動物の収容の�B畜舎（動物病院及びペット�Cキャバレー、料理店その他用に供する部分の床面積のショップ等で、動物の収容のこれらに類するもの区物建築物等の用途の制限　合計が151�u以下のものを　除く。）�Cマージャン屋、ばちんこ屋、　射的場、勝馬投票券発売所、　場外馬券売場その他これに　用に供する部分の床面積の　合計が151�u以下のものを　除く。）�Cマージャン屋、ばちんこ屋、�D集会場（業として葬儀を行　うものに限る。）�E瓜俗営業等の規制及び業務　の適正化等に関する法律第類するもの射的場、勝馬投票券発売所、2条第1項第2号若しくは等�D倉庫業を営む倉庫場外馬券売場その他これに第3号又は同条第9項に規�Eキャバレー、料理店その他類するもの定する営業の用に供する建整これらに類するもの�D倉庫業を営む倉庫築物�F建築基準法別表第2（ち）�E集会場（業として葬儀を行に項第3号に掲げるものうものに限る。）�G集会場（業として葬儀を行�F風俗営業等の規制及び業務備関　うものに限る。）�H風俗営業等の規制及び業務　の適正化等に関する法律第　2条第1項第2号若しくは　第3号又は同条第9項に規　定する営業の用に供する建の適正化等に関する法律第2条第1項第2号若しくは第3号又は同条第9項に規定する営業の用に供する建築物す築物1．00011f3001�u150nf計る建　築敷　地の最低限度物　の面　積ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。（1）建築基準法別表第2　めた建築物の敷地の用に供するもの。（2）土地区画整理事業によ（い）項第9号に掲げるもの及び市長が公益上やむを得ないと認り換地された±地のうち、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの。事建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は次のとおりとする。なお、すみ切り部分の制限を除く。壁面の位置ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合は、この限りではない。の　　制限駅前広場に面する部分は211n以上とする。項m以上、その他の部分は1m以上とする。画建築物等の形態又は意匠1．　し、地区の環境に調和したものとする。2．建築物の屋根、外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避けた落ちついた色彩を基調と屋外広告物は、自己の用に供するものとし、街並みの統一感を著しくそこなわないものとの　　制限する。駅前広場に面する部分につ駅前線に面する部分については、次の各号の一に掲げるものいては、設置しないものとすとする。る。駅前線に面する部分につかき又はさくいては、次の各号の一に掲げるものとする。の構造の制限1．生垣2．1．2m以下の透視可能なフェンスただし、門又は生垣、フェンス等の基礎となる高さ0．6m以下のコンクリートブロック、石積み等については、この限りでない。「区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」［理由］：野田市駅西地区において、土地区画整理事業の施行に伴い、駅前広場に隣接する地区に健全な商業・業務　　地区の形成と地区外縁部に商業・業務機能と共存した準工業地区の形成を図るとともに、良好な都市環境を　　　保全するため、地区計画を定める。2参考資料±・91ggの±枢の名称商業地区近隣商業地区準工業地区区分」枢の面積約2．3ha約1．5ha約2．2ha用途地域商業地域近隣商業地域準工業地域次に掲げる建築物は建築し次に掲げる建築物は建築し次に掲げる建築物は建築してはならない。てはならない。てはならない。�@1階部分のうち、庄宅、共�@1階部分のうち、駅前線に同住宅、寄宿舎又は下宿の用面する部分を住宅、共同住�@〜�C（略）に供するもの（ただし、住宅宅、寄宿舎又は下宿の用に供の用に供する出入口、階段、するもの（ただし、住宅の用地廊下等の避難施設、駐車場、に供する出入口、階段、廊下建駐輪場、及び建物の区分所有等に関する法律第2条第4等の避難施設、駐車場、駐輸場、及び建物の区分所有等に項に定める共用部分を除関する法律第2条第4項にく。）定める共用部分を除く。）築→　第2条第4項専有部分以外の建物の部分、→　第2条第4項専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の専有部分に属しない建物の区附属物等（共同庄宅等の玄関附属物等（共同住宅等の玄関物ホール、廊下、階段、エレベーターホール、等）ホール、廊下、階段、エレベーターホール、等）�A〜�E（略）�A〜�D（略）等�F建築基準法別表第2（ち）整項第3号に掲げるもの→個室付浴場業に係る公衆に建築物等の浴場その他これに類する政令で定めるもの（ヌードスタ用途の制限ジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する関客の休憩の用に供する施設、備専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目す的とする店舗その他これらに類するもの）�G集会場（業として葬儀を行�E集会場（業として葬儀を行�D集会場（業として葬儀を行うものに限る。）うものに限る。）うものに限る。）る→セレモニーホールなど→セレモニーホールなど→セレモニーホールなど�H風俗営業等の規制及び業務�F風俗営業等の規制及び業務�E風俗営業等の規制及び業務計の適正化等に関する法律第の適正化等に関する法律第の適正化等に関する法律第2条第1項第2号若しくは2条第1項第2号若しくは2条第1項第2号若しくは事第3号又は同条第9項に規第3号又は同条第9項に規第3号又は同条第9項に規定する営業の用に供する建定する営業の用に供する建定する営業の用に供する建築物築物築物→　第2条第1項第2号→　第2条第1項第2号→　第2条第1項第2号’項低照度飲食店（10ルクス以低照度飲食店（10ルクス以低照度飲食店（10ルクス以下）下）下）画→　第2条第1項第3号→　第2条第1項第3号→　第2条第1項第3号区画席飲食店区画席飲食店区画席飲食店→　第2条第9項→　第2条第9項→　第2条第9項テレホンクラブ（入店型）テレホンクラブ（入店型）テレホンクラブ（入店型）1，0001�u300r�u1501�u建築物のただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。敷地面積の（1）建築基準法別表第2（い）項第9号に掲げるもの及び市長が公益上やむを得ないと認めた建築物の敷地の用に供するもの。最低限度→別表第2（い）項第9号巡査派出所、公衆電話所等（2）　（略）3野田市駅西地区　地区計画計画図（区域地区の区分）　　ff　�Ko　　　a　　　　　　　　　・、x．ロ景o　　　ちo．Nこliii｝io口」］1．・．や淑一yAO口口。o　　ロ　ロ　　　　∨（DT唱ロ　鯉　ロ．・°些・　　口ぺ。凸，δ◎6・2・Bt◇Si・曇繋N−：・三：：：・：：：；1：1：；’ミ，“’：＼；：；；｛；；；：；：；：；：；：；：；；；；：；；’；1・口　　ロ『］鰭ξ：　蕊簗苫％．1　　S＝1／4，000主裏地方道　野田・牛久侭x5／1泣ob？□r　　　／　／ひ・■◇．、．。翻13Q3．A・9噴碑慾瀞鱒i□」＿＿＿＝＝＿ノoOO口凡　　例地区計画区域・地区整備計画区域OOO　　　��［＝］商業地区近隣商業地区準工業地区�P　○二　　　　　ノ　9’　◇一鵜�K一・◇ss◇　　　◇c4野田市駅西地区　地区計画計画図（壁面の位置の制限図）○　　ロD」］　　一　　ロロ諺　es　　口　口　　　　v　�P　　　　　　　　　　　　tコ〔コ　　　　　　ロ　　ロロbi，。圏．σ◎ξ・crNtrxQ一　　　�`　　　　＿一＼］「fi・◇蕊NX“　　　。　kXXN．　　　ぶ・口底〕o．』°Q咀馴　　S＝1／4，0004主Rtb方道　野田・牛久RD口　　　固　　署＼る◇KK“v，〉、へK＞3m」＝L◇念ロロ［コ＼Q　　口”＿＿ノo　　　　　　’＼L−一山。　口。口凡例OOO》�P■　■　■　■　●■■■■“■地区計画区域・地区整備計画区域壁面線（道路までlm以上）壁面線（道路まで2m以上）　　　　　◇∨＼諺。・・◇ss　　　　　◇5野田市駅西地区　地区計画計画図（かき又はさくの制限図）○　　　　　　　　　　　　　　ト　　“　ffO　　　　　西口亡〕口。v　　口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　゜　　　　　　　。fXeUbv［il：i　　　　　　　　　　ぱロロ　　　　ト　　あ　　。Pt！i□　ixo’R。圏σ◎窒・・◇蕊総N　　　、こミ　◎　　S＝1／4，000　　　◎　素口，．ぽ　　ロ主嚢ILH方道　野田・tr久問田　i2　°　．。璽轡3・A鋤｝　ノ◇黛蓼o厄目　　ロ1・・凡例地区計画区域・地区整備計画区域かき又はさくの構造制限○OO■■●■口日●●口lllllllllll｜lll川かき又はさくを設置しない部分匡　　　ト　　　　　ノ　　　　　＜》∨＼珍。・・◇ss6野田市駅西地区　地区計画　用途規制一覧表地　　区区　分商業地区近隣商業地区準工業地区○：建築基準法において建てられる建築物等の用途△：建築基準法において一定の範囲で建てられる建築物等の用途×：建築基準法において制限する建築物等の用途●：地区計画において制限する建築物等の用途（※1：1階部分を制限※2：1階部分のうち駅前線に面する部分を制限）用　　途地　　域商業地域近隣商業地域準工業地域住宅、共同庄宅、寄宿舎、下宿、長屋●※1●※2○1控等兼用住宅で店舗、事務所などの部分が5011f以下かつ建築物の延べ面積の1／2未満のもの●※1●※2○幼稚園、小学校、中学校、高等学校、図書館等○○○神社、寺続、教会等○○○老人ホーム、身｛内障害者福祉ホーム等○○○公衆浴場、診療所、保胡〒等○○○公期搬病院学校等老人福祉センター、児童厚生施設等○○○巡査派出所、公衆電話所、郵便局○○○大学、高等専門学佼、専修学佼等○○○病院○○○自動車教習所●●●店舗等の床面積が、1501�u以下のもの○○○〃　　　　　　1501�uを超え50011似下のもの○○○〃　　　　　　50011fを超え1，5001�u以下のもの○○○店舗等〃　　　　　1，50011fを超え3，0001�u以下のもの○○○〃　　　　　3，0001�uを超え10，00011f以下のもの○○○〃　　　　10，00011fを超えるもの○○○事務所等の床面積が、15011f以下のもの○○○〃　　　　　15011fを超え5001Tf以下のもの○○○事務所等〃　　　　　500ufを超え1，50011f以下のもの○○○〃　　　　1，50011fを超え3，0001�u以下のもの○○○〃　　　　3，0001�uを超えるもの○○○ホ　テル等ホテル、旅館○○○ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場等の運動施設○○○マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等●●●カラオケボックス等○○○遊戯施設風梛設等劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等○○○キャバレー等●×●個室付裕場業に係わる公衆浴場その他これらに類するもの●××畜舎（動物病院及びペットショソプ等で、馴勿の収容の用に供する部分0）床面積の合計が1511f以下のものを除く。）●●●単独車庫（附属車庫を除く）○○○建築物附属自動車車庫○○○倉庫業倉庫●●○自動車修理工場（作業場の床面積が300n似下θ）もの）○○○自動車f彦理工場（作業場の床面債が300nfを超えるもの）××○工場倉庫、等パン屋、米屋、豆腐屋、畳屋、自転車店等で作業場の床面積の合計が50n似下かつ原動機の出力が一定以下のもの○○○作業場の床面積の合計が15011似下の工場で危険1生や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの○○○作業場の床面積の合計が15011fを超える工場で危険1生や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの××○火薬類、石油類ガスなどの危険物の貯蔵処理の量が非常に少ない施設○○○〃　　　　　　　　　　　　　　　　少ない施設○○○”　　　　　　　　　　　　　　やや多い施設××○集会場集会場（業として葬儀を行うものに限る。）　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　●　　　　　●7風営法に基づく千葉県条例により風俗営業を禁止している地域■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（許可の基準）第4条2　公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに　該当する事由があるときは、許可をしてはならない。1　（略）2　営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるもの　として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。3　（略）■（千葉県条例）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例　（定義）第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め　るところによる。1第一種地域主として住居により、市街地が形成されている地域及び現に市街地が形　成されることが見込まれる地域であつて、次に掲げるもの　イ都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第一号に規定する第一種低　　層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中　　高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域（駅の周辺、　　観光地その他商業の用途に供される地域で、人が多数往来するものを除く。）　ロ（略）2第二種地域主として商業の用途に供される店舗等により、市街地が形成されている　地域及び現に市街地化されつつある地域であって、都市計画法第八条第一項第一号に　規定する商業地域近隣商業地域及び準工業地域はいずれにも該当しない地域（その他地域）　（風俗営業の営業制限地域）第5条法第四条第二項第二号に規定する条例で定める地域は、次の各号に掲げるとお　　りとする。1第一種地域2、3　（略）　（店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域）第14条店舗型性風俗特殊営業は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各　号に定める地域において、これを営んではならない。1法第二条第六項第一号及び第二号の営業　　別表に掲げる地域（野田市全域該当）2法第二条第六項第三号、第五号及び第六号の営業　　第二種地域以外の地域3法第二条第六項第四号の営業のうち個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつ　て、次のいずれかに該当する構造設備を有するものに係る営業　　県内全域4法第二条第六項第四号の営業のうち前号の営業を除く営業　　第二種地域以外の地域8風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と　　　　　建築基準法、地区計画の関係一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○番号：地区計画で制限地区の名称類型第2条各号種　　別業　　　　種商業近隣商準工業1号キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等、カフエー、バー、クラブ�E建築基準法で不可�C2号接待型飲食等営業低照度飲食店（10ルクス以下）�H�F�E風俗営業1項3号区画飲食店（5�u以下、見通し困難）4号マージャン店、パチンコ店�C�C�B5号遊技場営業ゲームセンター等1号個室付浴場2号店舗型ファッションヘルス3号ヌードスタジオ・個室ビデオ・ストリップ劇場等�F建築基準法で不可建築基準法で不可6項4号店舗型性風俗特殊営業モーテル、レンタルルーム5号アダルトショップ等性風俗関連特殊営業6号出会い系喫茶1号派遣型ファッションヘルス等無店舗無店舗無店舗7項2号無店舗型性風俗特殊営業アダルトビデオ等通信販売営業8項映像送信型性風俗特殊営業インターネット等利用のアダルト画像送信営業〃〃Il9項店舗型電話異1生紹介営業テレホンクラブ（入店型）�H�F�E10項無店舗型電話異性紹介営業ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等無店舗無店舗無店舗9

